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研究成果の概要（和文）：極限的な人道危機に直面する人々を国際社会が、最後的には武力をも

用いても、国境を越えて救済する役割を展望する「保護する責任（Ｒ２Ｐ）」アプローチを国際

政治、国際法、社会倫理・哲学の学際的な観点から分析した本研究では、事例分析なども行い、

国際社会における「正義」の実現に向けて主体（国家と個人）が恣意的・選択的な政治意思と

より普遍的な道徳観の葛藤を乗り越え、人々の自由（生存・生計・尊厳）を保護する文化を共

有する「グローバルな社会」の形成の重要性などが強調された。 

 
研究成果の概要（英文）：In this interdisciplinary study of “Responsibility to Protect 
(R2P)” approach from international politics, international law and social ethics and 
philosophy, the group analyzed the role of the international community to rescue people 
under extreme humanitarian crises, using even the military force as a last resort, and 
came to stress the importance of forming a “global society” in which the actors (both 
state actors and individuals) overcome the struggle between the arbitrary and often 
selective political will and more universal sense of morality and share the culture of 
protecting the freedoms of people (their survival, livelihood and dignity). 
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１．研究開始当初の背景  

 「保護する責任（Responsibility to Protect: 

R2P）」概念とそれに基づく国際主体の政策的
アプローチの総体（本共同研究では、「R2P

アプローチ」と称する）は、(a)同一国内のア
イデンティティ・グループ（民族・宗教・出
身等を異にする集団）間の紛争（内戦）が頻
発し、そこでは(b)戦闘員／非戦闘員の区別が

曖昧となる一方、(c)いわゆる「社会的弱者（女
性と子どもなど）」への被害は明らかに拡大
し、(d)ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化、
人道に対する犯罪という極限的な事態さえ
も発生するという目に余る現実に対し国際
社会としていかに対応すればよいのか、との
真摯な問いから生まれたものである。また、
新たに R2P アプローチが案出された背景に
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は、(a)我々の同時代の世界でなおも大規模な
人道危機が発生したことへの激しい衝撃に
加え、（b）かかる危機への対応として俄かに
注目されたいわゆる「人道的介入（及びその
権利）」論に基づくアプローチへの根強い抵
抗と猜疑心を指摘できるだろう。 

 学術研究の背景となる政策現場での動き
として R2P 概念はカナダ政府主導の「介入と
主権に関する国際委員会」の報告書（2001

年）で打ち出された後、2005 年の国連事務
総長報告書や同年に開催された国連首脳会
合（世界サミット）の成果文書にも盛り込ま
れた。これは R2P 概念に関する一定の規範認
識が共有されてきたことを示し、潘基文事務
総長のイニシアチブの下、コロンビア大学教
授から事務総長顧問に任命されたエドワー
ド・ラック氏らを中心に概念整理とコンセン
サス形成が進められていることは周知の通
りであり、国連内での議論は、ラック氏の起
案による国連文書 A/63/677 Implementing 

the responsibility to protect: Report of the 

Secretary-General, dated January 2009 に
まとめられ、その後、国連総会での討論も繰
り返し実施された。こうした議論を通じ、着
実に R2P 概念への理解は深まりつつも、この
新概念にも政治・外交・安全保障の現場で一
定の抵抗感や疑念が呈されていることも見
逃せない。 

 他方、R2P に関する学術研究の蓄積につい
ては、2007 年にニューヨーク市立大学ラル
フ・バンチ研究所に Global Center for R2P

が設置され、豪クィーンズランド大学（UQ）
に所在するAsia-Pacific Center for R2Pなど
関係機関もいくつか設置されたほか、アレッ
クス・ベラミーUQ 教授らを編集主任に学術
ジャーナル Global Responsibility to Protect

（GR2P）誌の刊行が開始されたことなどが
特に注目される。 

 本研究代表者は、2008 年 8 月まで 2 年間
外務省に出向し、公使参事官として日本政府
国連代表部に在勤していたが、それは国連研
究分野で旧知のラック氏が本報告書をまと
めている時期とも重なっており、学術的・政
策的観点から折に触れ意見交換を行ってい
た経緯がある。また、ベラミー教授とは 2009

年 6 月に早稲田大学で R2P アジア太平洋セ
ンターと共催で実施したワークショップへ
の参加を通じての知己を得、同センターの活
動や GR2P 誌への貢献などを視野に連絡を
取り合っている。本共同研究の成果は、政策
と学術の両面で有益な示唆を提供できるも
のと確信している。 

 そもそも本共同研究の直接の学術的背景
は、当研究代表者が座長となり、研究分担者
の一人、山田哲也も参画した広島平和研究所
における複合的人道危機への国際社会の介
入の諸形態に関する共同研究（成果は『人道

危機と国際介入－平和回復の処方箋』有信堂、
2003 年）に遡る。人道危機に対し国際社会
の「介入」、「不介入（＝不干渉原則の実施）」
及び「非介入（＝意図的な介入の回避）」の
実態を理論と事例の両面から検討した同研
究では、R2P 概念の登場まではカバーしてい
るが、R2P アプローチに関する包括的研究ま
での機は熟していなかった。その後、山田が
編者となり、星野が軍事介入の実態を分析し
た『平和政策』（有斐閣、2006 年）などで R2P

論は一部検討されたが、今回は人文・社会に
またがる国際政治学、国際法学、倫理・哲学
の知の融合と、現地調査に基づく知見とを総
合し、国際社会において現在進行形で規範形
成と政策実行が進む R2P アプローチの批判
的再検討を行うことを目指している。 

 

２．研究の目的 

 人道危機に直面する人々を国際社会が（場
合によっては武力をも用い）国境を越えて救
済する役割を展望する「保護する責任（R2P）」
アプローチに関し、国際政治、国際法、倫理・
哲学の各ディシプリンの知を融合し、現地調
査も踏まえ、批判的再検討を試み、極限状況
に苦しむ人々にとり真に有効な｢保護｣のか
たち、及び、国際社会が取りうる適正な「責
任」の在り方を見出すことを主目的とする。
その際、特に次の３点から独自かつ斬新な研
究成果を導き出したい。第一は、｢保護｣の対
象に関し、人々の生命・財産といった物理的
側面のみでなく、人々の尊厳・希望という非
物質的側面を取り込む可能性の検討である。
第二は、「保護」の力学に関し、従来、専ら
力と意思のある主体が弱者を「保護」すると
いう、ともすれば「上からの視点」で議論さ
れがちななか、保護を受ける立場に身を置く
人々の強靭性にも目を向けた視点の導入で
ある。第三は、国家／国際社会の「責任」論
に関し、存在か当為かの二元論を超え、政治
的意思の醸成に向けて両者を結ぶ学術的・政
策的視点の検討である。 

 

 ３．研究の方法 

 「人道的危機の発生の予防／解決の一義的
責任を領域国に負わせつつ、当該国にその意
思／能力がない場合、国際社会全体が責任を
負う」として、従来の「人道的介入」論が介
入の権利（ないし義務）という論理構成を取
っていたのに対し、保護の「責任
（responsibility）」論へと発想を転換した
点の斬新さは多くの指摘する通りである。し
かし、「人道的介入」自体、国際社会では形
成途上の概念とされるなか、さらにそのアン
チテーゼとして打ち出された R2Pが今後定着
し、意義のある成果を生み出すかどうかは、
「極限状況に苦しむ人々にとり真に有効な
『保護』のかたち、及び、国際社会が取りう



る適正な『責任』の在り方は何か」という基
盤的な問いにどう答えるかにかかっている。
この問いに的確な答えを見出す努力こそが
本共同研究を基盤研究として進める主たる
目的である。 
 かかる目的を達成するため、本共同研究で
は、研究期間内に次の３つの作業を行った。
第一は、現代国際社会というわれわれの経験
世界のなかで R2Pアプローチをめぐって展開
する議論と実践とを国際政治学、国際法学、
倫理・哲学という人文・社会融合の視点から
モニターし、批判的再検討をするための視座
の構築を試みることである。その際、「保護」
の対象や「保護」の力学、及び「責任」の在
り方に関する分析を試みた。第二は、R2Pア
プローチの実際について、内戦への国際社会
の対応に関する実証的調査（現地調査、政策
決定者等への聞き取りなどを組み合わせる）
の実施を通じたデータの収集である。第三は、
分析の枠組みと現地調査により収集したデ
ータを総合した R2Pアプローチに関する学術
的・政策的な検討である。 
 
４．研究成果 
 R2Pアプローチは、(a)国家主権、人権、人
道主義（及びその「保護」と「責任」）とい
った基本概念の今日的な意味の再検討を迫
るものだが、他方で、(b)人道危機をめぐる
予防・対応（武力行使を含む）・再建という
各フェーズにおける本アプローチの実践的
有効性という実質的な側面についても的確
な評価がなされなければならない。このため、
本共同研究では、国際政治学や国際法学のみ
ならず、法哲学や倫理学の視点も併せた人
文・社会融合の視点から R2Pアプローチを批
判的に再検討し、国際社会における実践的な
問題と概念的で抽象度の高い理論との往復
運動を通して新しい視座の構築を試みるも
のとして有意義であり、また、概念レベルで
の検討の掘り下げと同時に、今後の政策提言
につながる可能性の追求をも含んでいる点
で、目的・方法の両面について高い独創性を
持つ。この結果、本研究の成果は、つきつめ
ると国際社会における「正義」の実現の問題
の解明に深くかかわることとなった。  
 本研究では、R2P アプローチの再検討にあ
たり、独自の観点として、特に次の３つに着
目したい。第一は、｢保護｣の対象に関し、人々
の生命・財産といった物理的側面のみでなく、
人々の尊厳・希望という非物質的側面を取り
込む可能性の検討である。第二は、「保護」
の力学に関し、従来、専ら力と意思のある者
が弱者を「保護」するという、ともすれば「上
からの視点」で議論されがちななか、保護を
受ける立場に身を置く人々の強靭性にも目
を向けた視点の導入である。第三は、国家／
国際社会の「責任」論に関し、存在か当為か

の二元論を超え、政治的意思の醸成に向けて
両者を結ぶ学術的・政策的視点の検討である。
これらは、国際政治学、国際法学、倫理・哲
学の融合によってのみ可能であり、学術・実
務の両面への知的貢献が可能となった。特に、
スタンリー・ホフマンの Duties beyond 
Borders：On the Limits and Possibilities 
of Ethical International Politics 
(Syracuse University Press, 1981)などが
提起する政治と法と倫理のせめぎ合いに関
する今日的な文脈での議論が可能となった。 
 具体的には、今日の世界のなかで、自らの
求 め る 政 治 体 制 に 向 け た 「 解 放
（ liberation ） 」 / 「 自 決
（self-determination）」、すなわち「脱専制
化（de-autocratization）」という意味での
「自由」を希求する動きと、それを抑えつけ
ようとする体制側の動きのなかで道義的に
目に余る極限的な人道危機（特に、ジェノサ
イド、戦争犯罪、民族浄化、人道に対する犯
罪）が発生するなか、国際社会は、「正義」
の実践として R2Pアプローチの適用に動き出
すが、正義は時に多義的であり、また、国際
社会の主体（国家と個人）は恣意的・選択的
な政治意思とより普遍的な道徳観との間の
葛藤に迫られることになる。この葛藤は、あ
る意味で古典的ではあるが、本研究を通じ、
「正義」を「人々の自由を奪い、不条理な苦
痛をもたらす暴力による不正義の補集合」
「各主体がそれぞれ帰属する社会に『埋め込
まれた』認識」「不正義に対する『矯正』」の
3 点からとらえ直し、保護する責任を求める
事態の対応の国政政治・国際法・社会倫理的
視点を融合し、「グローバルな社会」におけ
る人間保護の規範形成と実践のための「中間
倫理」として「保護する責任」論を位置づけ
るという暫定的な結論を得た。ここから、
人々の自由（生存・生計・尊厳）を「保護す
る文化」を共有する「グローバルな社会」の
形成の重要性が確認されたことも有益であ
った。 
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